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出典 つくば市ホームページ ５つくば市最終処分方法検討支援業務委託報告書 

 

https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/138/saisyuusyobun.pdf 

出典 つくば市ホームページ つくば市最終処分方法検討支援業務委託報告書 
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https://tsukuba.gijiroku.com/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt1800_ 

R7.7.15_saisyusyobun_shiryo1.pdf 

出典 つくば市ホームページ 最終処分場に関する調査特別委員会 

資料１ ごみ処理の現状より抜粋 
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2025 年 11 月 20 日 川村直子知人が土浦市にて撮影 
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出典 土浦市ホームページ  

https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1460631472_doc_19_1.pdf 
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https://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000015/15693/hakennchirashi.pdf 
出典 川崎市ホームページ 川崎市生ごみリサイクルリーダー派遣制度の紹介 
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 つくば市社会福祉課より情報提供 赤線は川村直子によるもの 
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つくば市社会福祉課より情報提供 赤線は川村直子によるもの 
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川村直子が調査結果を元に作成 

 

行旅病人の救護と法外援護の違いについて 
 

行旅病人救護 法外援護 

根拠 行旅病人及行旅死亡人取扱法（法律に拠る） 各自治体の独自の要綱や判断（法律に拠らない） 

対象者 行旅中の歩行困難な病人（救護者なし） 
 
行旅中（旅行中、移動中、漂白中など）に病気にな

り、歩行困難となった者。 
療養先や救護者がいない者（身元不明者や、適切

な在留資格を持たない外国人などが含まれる）。 
日本人の場合は、まず生活保護法の適用が検討さ

れ、それが難しい場合に本法が適用される。 

各自治体の住民などで一時的に困窮している者など 
 
生活保護の受給要件を満たさないが、一時的に生活に困窮してい

る住民など。 
行旅法に定める対象者以外の行旅人に対しても、福祉の増進を

図る目的で実施されることがある。 
  

目的 行き場のない人の緊急的な救護・対応 
 
行旅中に行き倒れになった人や、その場で亡くなっ

た人の救護・葬祭を、発見した市町村が緊急的に

行うこと。 

法律の隙間を埋める福祉的支援、生活安定・自立支援 
 
法律の網の目からこぼれ落ちてしまう人々に対し、 
一時的な資金貸付、医療支援、住宅支援などを行うことで、経済

的自立や生活の安定を図ること。  
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○古河市緊急援護資金貸付基金規則 

平成 21 年 3 月 18 日 

規則第 6号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、古河市緊急援護資金貸付基金条例(平成 21年条例第 7号。以下「条例」という。)第 11

条の規定に基づき、古河市緊急援護資金貸付基金の管理、資金の貸付け等に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

(用語の定義) 

第 2 条 この規則において「生活困窮者等」とは、本市に居住している者(本市の住民基本台帳に登録している

者又は本市の住民基本台帳に登録していないが、本市に居住の実態があると市長が認める者をいう。以下同

じ。)のうち、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号。以下「法」という。)第 6条第 2項に規定する要保護者

をいう。 

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

(資金貸付けの対象者) 

第 3 条 資金の貸付けは、生活困窮者等であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。 

(1) 法第 24 条第 1項の規定による生活保護開始の申請(以下「保護申請」という。)後その決定があるまで

の間の当面の生活費を用意できないもの 

(2) 災害を受けたもの 

(3) 前 2号に掲げるもののほか、緊急かつやむを得ない理由があると市長が認めるもの 

(貸付限度額) 

第 4 条 資金の貸付けの限度額は、1世帯に対し、1回当たり 60,000 円とする。 

(貸付けの制限) 

第 5 条 現に資金の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)については、当該貸付けの償還が完了し

ない間は、重ねて貸付けを行わないものとする。 

(償還方法及び償還期間) 

第 6 条 貸付けを受けた資金の償還方法は、貸付けを受けた月の翌月から各月均等割りによるものとし、償還

期間は、24 箇月以内とする。 

2 市長は、借受者が繰り上げての償還が可能と認めるときは、その全額又は一部を繰り上げて償還させること

ができる。 

(申込みの手続) 

第 7 条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付希望者」という。)は、連帯保証人を立てて、緊急援護

資金貸付申込書(様式第 1号)により市長に申込みしなければならない。ただし、当該貸付希望者の資金貸付

額が 1回当たり 30,000 円以下の場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、本文の規定にかかわ

らず、連帯保証人を立てることを要しない。 

(1) 法第 6条第 1項に規定する被保護者(保護申請をした者であって、保護申請後その決定があるまでの間

にある者を含む。)であるとき。 

(2) 国が定める自立支援プログラムの内容に準じて市が作成する自立生活支援プログラムを受けるとき。 

2 前項に規定する連帯保証人は、本市に居住している者で、かつ、前項の申請をしようとする日の属する年の

前年(1 月から 6月までの間に前項の申請をしようとする場合は、前々年)の市県民税を完納したもの又は連

帯保証人に適していると市長が特に認めるものとする。 



(貸付けの決定及び通知) 

第 8 条 市長は、前条第 1項の申込みがあったときは、速やかに貸付けの諾否を決定し、緊急援護資金貸付決

定通知書(様式第 2号)により通知するものとする。 

(借用書の提出) 

第 9 条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、緊急援護資金借用書(様式第 3号)を直ちに市長

に提出しなければならない。 

(償還猶予) 

第 10 条 市長は、借受人が天災その他やむを得ない理由により償還期限内に償還することが困難であると認め

るときは、償還の猶予を行うものとする。 

2 前項の規定により償還の猶予を受けようとする借受人は、緊急援護資金償還猶予申出書(様式第 4号)により

市長に申し出なければならない。 

3 市長は、前項の申出があったときは、申出内容を審査の上、償還の猶予の諾否を決定し、緊急援護資金償還

猶予決定通知書(様式第 5号)により当該申出者に通知するものとする。 

(償還免除) 

第 11 条 条例第 9条の規定により、貸付金の償還未済額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、緊急援

護資金償還免除申出書(様式第 6号)により市長に申し出なければならない。この場合において、借受人が死

亡したときは、当該相続人又は同居の親族が併せて緊急援護資金借受人死亡届(様式第 7号)により届け出な

ければならない。 

2 市長は、前項の申出があったときは、申出内容を審査の上、償還の免除の諾否を決定し、緊急援護資金償還

免除決定通知書(様式第 8号)により当該申出者に通知するものとする。 

(氏名等の変更) 

第 12 条 借受人又は連帯保証人は、住所又は氏名に変更が生じたときは、速やかに市長に対し、借受人・連帯

保証人住所氏名変更届(様式第 9号)により届け出なければならない。 

(台帳の整備) 

第 13 条 市長は、借受人の貸付金額、償還残額等の状況が把握できる台帳を整備するものとする。 

(補則) 

第 14 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 26 年規則第 40号) 

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の申請から適用する。 

附 則(令和 3年規則第 34号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについて

は、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。 

様式第 1 号(第 7条第 1項関係) 

 
赤線は川村直子によるもの 

出典 茨城県古河市ホームページ 古河市緊急援護資金貸付基金規則 
https://www1.g-reiki.net/koga/reiki_honbun/r380RG00000925.html 
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出典 厚生労働省ホームページ 生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/seikatuhogo02.pdf 
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赤いカコミ線は川村直子による 

出典 人事院ホームページ 令和 6 年人事院勧告文本文 63 ページ 
https://www.jinji.go.jp/content/000005211.pdf 

 


